
 

 

学研高山地区南エリア土地区画整理準備組合 規約 

第１章 総則 

（目的） 

第１条 本組織は、学研高山地区南エリア（以下「本地区」という。）において、健全な市街地の形

成を図るため、土地区画整理法（昭和２９年法律第１１９号。以下「法」という。）第３条第２項の

規定による土地区画整理組合（以下「組合」という。）を設立することを目的とする。 

（名称） 

第２条 本組織は、学研高山地区南エリア土地区画整理準備組合（以下「準備組合」という。）と称す

る。 

（施行地区） 

第３条 準備組合の施行地区は、生駒市高山町の一部とし、別添図に示す範囲とする。 

（事業） 

第４条 準備組合は、第１条の目的を達成するために、次の事業を行う。 

（１） 土地区画整理事業に関する調査・検討・計画作成等に関すること 

（２） 関係権利者の意見調整、意向集約、総会等の開催、同意書の収集等に関すること 

（３） 組合設立の認可申請に関すること 

（４） その他準備組合の目的を達成するために必要な活動 

第２章 準備組合員 

（準備組合員） 

第５条 準備組合員は、第３条の別添図に示す範囲の土地の所有権又は借地権を有する者（以

下「権利者」という。）とする。 

２ 権利者が死亡している場合は相続人又は相続を予定する者が、権利者が高齢や病気など止

むを得ない事情がある場合は権利者が委任した者がそれぞれ代理できるものとする。 

（議決権） 

第６条 準備組合員は、各１個の議決権を有する。ただし、土地等の所有権者又は借地権者が数

人の共有に属するときは、その数人の共有者が１個の議決権を有するものとする。 

（届出） 

第７条 準備組合員は、次の各号の一に該当するときは、遅滞なく、その旨を準備組合に書面を

もって届け出なければならない。 

（１） 氏名若しくは名称又は住所に変更があったとき 

（２） 法人たる準備組合員にあっては、その代表者の氏名又は主たる事務所の所在地に変更

があったとき 

（３） 土地等の権利関係に異動があったとき 



 

第３章 役員 

（役員） 

第８条 準備組合に次の役職の役員を置く。 

（１） 理事長 １名 

（２） 副理事長 ２名程度 

（３） 理事 ３名程度 

（４） 監事 ２名程度 

２ 役員は準備組合員の中から選任する。 

３ 各役職は、役員の互選により決定する。 

（役員の職務） 

第９条 各役員は、次の職務を行う。 

（１） 役員は、役員会を構成し、第４条に定める準備組合の事業の執行を決定する。 

（２） 理事長は、準備組合を代表し、事業を総括する。 

（３） 副理事長は、理事長を補佐し、理事長に事故があるとき又は理事長が欠けたときはその

職務を代行する。 

（４） 副理事長の代理の順序は、あらかじめ、理事長がこれを定める。但し定めがない場合は

副理事長の互選により定める。 

（５） 監事は、準備組合の事業の状況及び会計を監査し、その結果を総会及び役員会に報告

する。 

 

（役員の任期） 

第１０条 役員の任期は、準備組合の解散までとする。 

２ 役員が辞任その他の理由によって退任した場合、新任者が前任者の任期まで引き続きその

責務を行うものとする。 

（役員の報酬） 

第１１条 役員は、無報酬とする。 

 

 

第４章 会議 

（会議） 

第１２条 会議は、総会及び役員会とする。 

２ 総会及び役員会は、理事長が招集する。 

３ 総会の議長は、理事長が行う。 

４ 役員会の議長は、理事長が行う。 



 

（総会） 

第１３条 総会は、役員会で必要と認めたとき又は準備組合員の３分の１以上から請求があったと

き招集するものとする。 

２ 総会は、準備組合の最高意思決定機関であり、次に掲げる事項を審議議決する。 

（１） 規約の制定及び変更 

（２） 施行地区の変更 

（３） 役員の選任及び改選 

（４） 土地区画整理事業計画案の決定及び変更 

（５） 業務代行予定者の選定及び変更 

（６） 解散 

（７） 前各号に定めるもののほか、準備組合の運営等に関する重要な案件 

（総会の議事等） 

第１４条 総会は、準備組合員の過半数の出席（委任状等による出席を含む。）により成立し、議

事は出席者の過半数により決する。ただし、可否同数のときは議長の決するところによる。 

２ やむを得ない事由のため総会に出席できない準備組合員は、書面による表決又は他の準備

組合員若しくは第５条第２項に規定する者を代理人として表決を委任することができる。 

３ 他の準備組合員を代理人として表決を委任する場合は、委任状を提出しなければならない。

ただし、第５条第２項に規定する者を代理人として表決を委任する場合は、この限りでない。 

（役員会） 

第１５条 役員会は、第８条の役員で構成する。 

２ 役員会は、役員の２分の１以上の出席（委任状等による出席を含む。）により成立し、議事は役

員の過半数により決する。ただし、可否同数のときは議長の決するところによる。 

３ やむを得ない事由のため役員会に出席できない役員は、他の役員を代理人として表決を委

任することができる。 

４ 他の役員を代理人として表決を委任する場合は、委任状を提出しなければならない。 

５ 役員会は、第１３条第２項各号に定める必要事項について総会に上程する議案等を検討する。 

（関係者の出席） 

第１６条 役員会は、総会及び役員会などにおいて必要に応じ、関係者の出席を求めることがで

きる。 

第５章 会計 

（会計） 

第１７条 準備組合の経費は、助成金、寄付金、その他をもって支弁する。 

 

  



 

第６章 雑則 

（解散） 

第１８条 準備組合は、次の場合に解散する。 

（１） 土地区画整理組合が設立された場合 

（２） 第１条の目的の達成が困難又は準備組合の遂行が不能となり、総会において解散の議

決をした場合 

（事務局） 

第１９条 準備組合は、事務局を設ける。 

２ 準備組合の事務局は、生駒市都市整備部学研推進課に置く。 

（その他） 

第２０条 この規約に定めるものの他、準備組合の運営に関し必要な事項は、役員会の議決を経

て理事長が定める。 

附 則 

この規約は、準備組合の第１回総会（設立総会）において議決された令和 6 年 12 月 25 日から

施行する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  


